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米
空
母
艦
載
機
陸
上
離
着
陸
訓
練
（
Ｆ
Ｃ
Ｌ
Ｐ
）
施
設
の
た
め
の
馬
毛
島
周
辺
に
お
け
る
海
上
ボ
ー
リ
ン
グ
調

査
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

私
は
、
政
府
が
鹿
児
島
県
西
之
表
市
の
馬
毛
島
で
整
備
を
計
画
す
る
米
空
母
艦
載
機
陸
上
離
着
陸
訓
練
（
Ｆ
Ｃ
Ｌ
Ｐ
）
施
設

を
め
ぐ
る
数
々
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
昨
年
二
月
二
十
七
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
二
分
科
会
、
十
二
月
四
日
提
出
の
質
問

主
意
書
、
本
年
二
月
十
八
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
な
ど
で
繰
り
返
し
政
府
の
認
識
を
質
し
、
計
画
の
中
止
・
撤
回
を
求
め
て

き
た
。
地
元
の
頭
越
し
に
施
設
整
備
に
向
け
た
用
地
買
収
や
設
計
業
務
を
推
し
進
め
て
い
る
こ
と
は
断
じ
て
容
認
で
き
な
い
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
今
回
、
同
島
周
辺
で
港
湾
施
設
の
整
備
に
向
け
た
海
上
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
の
実
施
を
計
画
し
て
い
る
こ
と
が

報
じ
ら
れ
た
。 

 

以
下
質
問
す
る
。 

一 

河
野
太
郎
防
衛
大
臣
は
、
本
年
二
月
十
八
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
の
私
の
質
問
に
対
し
、
二
〇
一
九
年
三
月
に
約
三

十
五
億
円
も
の
設
計
業
務
（
「
施
設
整
備
に
係
る
検
討
業
務
（
そ
の
一
）
」
、
「
施
設
整
備
に
係
る
検
討
業
務
（
そ
の

二
）
」
の
二
業
務
）
を
二
〇
一
八
年
度
の
在
日
米
軍
等
駐
留
関
連
諸
費
の
予
算
流
用
に
よ
っ
て
委
託
し
て
い
た
こ
と
を
認
め

た
。
地
元
へ
の
説
明
も
な
し
に
設
計
業
務
委
託
を
行
っ
て
い
た
こ
と
に
、
八
板
俊
輔
西
之
表
市
長
が
「
施
設
整
備
に
つ
い
て



 

２ 

 

未
だ
決
定
が
な
さ
れ
て
い
な
い
段
階
で
の
国
の
対
応
は
、
甚
だ
遺
憾
で
あ
る
」
「
今
後
、
信
頼
関
係
が
築
け
る
か
不
安
を
も

た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
強
く
抗
議
す
る
」
と
の
抗
議
文
を
防
衛
大
臣
に
提
出
し
た
の
は
当
然
で
あ
る
。 

 
 

防
衛
省
は
三
月
二
十
五
日
付
の
西
之
表
市
に
対
す
る
回
答
書
で
、
二
つ
の
委
託
業
務
は
「
施
設
整
備
に
関
す
る
『
調

査
』
、
施
設
の
配
置
案
の
作
成
等
を
行
う
『
基
本
検
討
』
及
び
工
事
の
実
施
に
必
要
と
な
る
図
面
の
作
成
等
を
行
う
『
詳
細

検
討
』
か
ら
構
成
」
さ
れ
て
い
る
と
し
た
上
で
、
「
基
本
検
討
」
を
継
続
し
、
「
い
わ
ゆ
る
『
設
計
』
」
が
含
ま
れ
る
「
詳

細
検
討
」
に
つ
い
て
は
委
託
業
務
契
約
か
ら
除
外
す
る
と
説
明
し
て
い
る
。 

 

１ 

防
衛
省
が
継
続
し
て
行
っ
て
い
る
「
基
本
検
討
」
で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
業
務
を
実
施
し
て
い
る
の
か
。
設
計

に
は
一
般
的
に
基
本
設
計
と
実
施
設
計
が
あ
る
が
、
「
基
本
検
討
」
と
は
基
本
設
計
の
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
い
の
か
。

つ
ま
り
、
配
置
や
規
模
、
備
え
る
べ
き
機
能
な
ど
施
設
の
概
略
・
基
本
的
方
向
性
を
定
め
る
た
め
に
実
施
す
る
も
の
で
、

設
計
業
務
の
一
部
で
は
な
い
の
か
。 

 

２ 

二
〇
一
九
年
三
月
委
託
の
二
つ
の
設
計
業
務
で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
業
務
を
委
託
し
て
い
た
の
か
。
西
之
表
市

長
は
「
そ
も
そ
も
施
設
整
備
が
可
能
か
ど
う
か
判
断
す
る
た
め
の
調
査
中
だ
と
理
解
し
て
い
た
の
に
、
事
前
説
明
な
し

に
、
設
計
ま
で
実
施
し
よ
う
と
し
た
契
約
は
地
元
軽
視
で
あ
る
」
と
厳
し
く
指
摘
し
た
上
で
、
「
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
事
案



 

３ 

 

が
発
生
し
た
の
か
防
衛
大
臣
の
見
解
を
伺
い
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
地
元
へ
の
説
明
も
な
し
に
設
計
業
務
の
発
注
に
至

っ
た
経
緯
と
防
衛
大
臣
の
認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

３ 

防
衛
省
は
、
二
〇
一
九
年
三
月
委
託
の
二
つ
の
設
計
業
務
の
他
に
、
二
〇
一
八
年
三
月
に
も
施
設
配
置
検
討
を
行
う
業

務
（
「
施
設
整
備
に
係
る
検
討
」
）
を
三
千
八
十
九
万
円
で
委
託
し
て
い
る
。
こ
れ
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
業
務
を
委

託
し
た
も
の
か
。
設
計
業
務
の
一
部
で
は
な
い
の
か
。
二
〇
一
九
年
三
月
委
託
の
設
計
業
務
と
の
関
係
と
あ
わ
せ
て
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

防
衛
省
は
五
月
、
港
湾
施
設
の
整
備
に
向
け
た
馬
毛
島
周
辺
で
の
海
上
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
を
七
月
中
旬
か
ら
来
年
三
月
末

ま
で
実
施
す
る
意
向
を
地
元
漁
協
に
示
し
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
た
。
調
査
地
点
と
し
て
示
さ
れ
た
同
島
東
海
岸
三
十
九
カ
所

の
う
ち
三
十
カ
所
は
、
横
瀬
と
呼
ば
れ
る
漁
場
に
集
中
し
て
い
る
。
報
道
に
よ
れ
ば
、
種
子
島
漁
業
協
同
組
合
理
事
会
は
、

「
基
地
整
備
計
画
の
全
体
像
が
示
さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
は
、
漁
場
へ
の
影
響
は
測
れ
な
い
」
と
の
意
見
で
ま
と
ま
っ
た
と

さ
れ
て
い
る
（
南
日
本
新
聞
二
〇
二
〇
年
五
月
二
十
九
日
付
）
。 

 

１ 

Ｆ
Ｃ
Ｌ
Ｐ
施
設
や
自
衛
隊
施
設
等
の
基
地
整
備
計
画
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

種
子
島
漁
業
協
同
組
合
へ
の
説
明
資
料
に
お
い
て
は
、
調
査
目
的
に
つ
い
て
、
「
地
盤
の
状
況
を
確
認
す
る
た
め
」
と



 

４ 

 

記
載
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
何
の
た
め
に
地
盤
の
状
況
を
確
認
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

３ 
防
衛
省
は
「
施
設
整
備
に
係
る
検
討
業
務
（
そ
の
一
）
」
の
特
記
仕
様
書
に
お
い
て
、
港
湾
施
設
と
し
て
、
桟
橋
、
浮

桟
橋
、
ド
ル
フ
ィ
ン
、
護
岸
、
防
波
堤
、
港
湾
付
帯
施
設
、
浚
渫
の
検
討
を
行
う
と
し
て
い
る
。
護
岸
（
係
留
施
設
）
の

長
さ
と
水
深
、
防
波
堤
の
長
さ
、
浚
渫
の
深
さ
と
面
積
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
埋
立
地
の
造
成
は
行
う
の
か
。 

 

４ 

計
画
す
る
港
湾
施
設
は
、
ど
の
よ
う
な
船
舶
の
使
用
を
想
定
し
た
も
の
か
。
調
査
位
置
図
に
よ
れ
ば
、
約
一
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
四
方
の
範
囲
に
三
十
カ
所
の
調
査
地
点
が
集
中
し
て
い
る
が
、
海
上
自
衛
隊
の
お
お
す
み
型
輸
送
艦
や
い
ず
も
型
護

衛
艦
、
米
軍
の
強
襲
揚
陸
艦
の
よ
う
な
大
型
艦
船
が
着
岸
で
き
る
港
湾
施
設
を
検
討
し
て
い
る
の
か
。 

 

５ 

調
査
位
置
図
の
南
側
三
地
点
は
、
他
の
調
査
地
点
か
ら
一
定
の
距
離
が
あ
る
が
、
何
の
た
め
に
地
盤
状
況
を
確
認
す
る

の
か
。
滑
走
路
の
進
入
灯
を
設
置
す
る
た
め
の
調
査
で
は
な
い
か
。 

 

６ 

調
査
位
置
図
の
北
側
六
地
点
は
、
何
の
た
め
に
地
盤
状
況
を
確
認
す
る
の
か
。 

 

７ 

馬
毛
島
随
一
の
漁
場
と
い
わ
れ
る
横
瀬
に
お
い
て
、
長
期
に
わ
た
る
海
上
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
を
実
施
し
、
さ
ら
に
は
港

湾
施
設
を
整
備
す
る
こ
と
が
漁
場
や
漁
に
与
え
る
影
響
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。 



 

５ 

 

 
右
質
問
す
る
。 


